
 

 

公募型プロポーザル発注方式の実施に係る公募要領について 

 

 本要領は、本市が発注する公募型プロポーザル発注方式に係る公募要領です。参加希望者は、以

下の内容を確認の上、参加ください。 

 

１ 発注業務の概要等 

⑴  業 務 名    女性のデジタル人材育成に係るセミナー企画・運営業務委託 

⑵  業 務 場 所    薩摩川内市地内 

⑶  業務委託上限額    １，６５９，０００円（税込み） 

⑷  履 行 期 間    契約の日から令和８年２月２０日まで 

⑸ 業 務 概 要 等    別紙仕様書のとおり 

⑹ 業 務 内 容     近年のＤＸ推進等働く場においてデジタルスキルが求められ、女性

の継続した就労やキャリアアップ、仕事と生活の両立実現にもデジタ

ルスキルは欠かせないものとなっている。 

本業務においては、働く意欲の向上と、デジタルスキルの必要性を

理解し、柔軟な働き方や、経済的な自立とともに自らが描く自分らし

いキャリア形成を実現し、キャリアアップや転職、起業を目指す女性

に必要な実践的なデジタルスキル習得が果たされることを目的とする。 
                

 ⑺ 担 当 部 署    薩摩川内市 未来政策部 コミュニティ課 

               

２ 仕様書及び各種様式等の掲載 

 ・ 掲載場所  薩摩川内市ホームページ（http://www.city.satsumasendai.lg.jp） 

 

３ 参加資格 

  公募型プロポーザル発注方式に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。）第 167 条の 4 の規定に該当しない者であるこ

と。 

 ⑵ 本市の物品等競争入札参加資格を有する者（（役務）催物請負業務）を有する者（以下「登

録業者」という。）又は登録業者以外の者で資格の審査期限までに資格の申請を行い、本市が

受理しているもの。 

⑶ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又

は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。ただし、手続開始の決定後、薩摩川内市長が別に定める手続きに基づく薩摩川内市

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。 

⑷  公募の日から契約の日までの間に、薩摩川内市物品等有資格業者の指名停止に関する要（令 

和 3 年 3月 12 日訓令第 7 号。以下「指名停止要綱」という。）に基づく指名停止を受けていな 

いこと。 

 ⑸ 指名停止要綱に基づく文書警告を受けている場合、申請日現在において措置を受けた日から

1 月を経過していること。また、申請日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警

告を受けていないこと。 



 

 

 ⑹ 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。 

   なお、資格要件確認のため、鹿児島県警察本部に照会する場合がある。 

  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団の構成員をいう。以下同じ。） 

  ウ 役員等が、暴力団員であると認められる法人等 

  エ 暴力団又は暴力団員が、その経営に実質的に関与している法人等 

  オ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している法人等 

  カ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、

物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に

暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等 

  キ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 

ク 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを

利用している法人等 

ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人等 

 ⑺ その他関係法令・規則等に違反していないこと。 

 ⑻ 公募型プロポーザル発注方式に応募できるのは、次に掲げる条件を全て満たす企業、団体と

する。 

①業務の企画及び実施を的確に遂行できる能力を有すること。  

②業務内容については、守秘義務を遵守できること。 

③下表の要件を満たす者であること。※１ 

  項 目 内    容 

業務実績（※１） 
過去５年間（令和２年度以降）にデジタル人材育成につながるセ

ミナー等を行った実績があること。 

地域要件 日本国内に本店を置く企業であること。 

※１ 別添様式第２号により業務実績を提出する場合には、契約書の写し等の業務名、契約

年度、契約金額等を証明する書類を添付する必要があります。 

  

４ 公募型プロポーザル発注方式の参加申請書の提出について 

⑴  資格の確認 

   公募型プロポーザル発注方式に参加しようとする者は、３の資格を有することの確認を受け

るため、公募型プロポーザル発注方式参加申請書及び関係書類を持参又は郵送により提出しな

ければならない。 

   薩摩川内市長は、公募型プロポーザル発注方式に参加する資格を確認したときは、その旨を

公募型プロポーザル発注方式参加資格確認通知書により通知する。参加する資格がないと認め

たときは、その理由を付して、公募型プロポーザル発注方式参加資格確認通知書により通知す

る。 

 

 

 



 

 

 ⑵ 申請様式 

 提出物 提出様式 提出部数 特記事項 
①公募型プロポーザル発注

方式参加申請書 
様式第１号 １部  

②受注実績 様式第２号 １部 

過去５年間（令和２年度以降）

における受注実績のうち、「デ

ジタル人材育成につながるセ

ミナー等を行った実績がある

こと」が確認できるもの。 
  

⑶  提出期限 

   公募の日から令和７年６月２５日（水）午後５時迄 （土・日曜日を除く。市役所本庁舎開 

庁日） ※（郵送期限内必着） 

⑷ 提出方法 

   持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。 

 ⑸ 提出場所 

   〒895-8650 薩摩川内市神田町３番２２号 

   薩摩川内市役所 未来政策部 コミュニティ課（担当：森永） 

     TEL 0996-23-5111（内線 4741）  

※持参の場合は、事前に電話連絡の上、来庁してください。 

 

５ 入札参加資格審査申請書の提出について 

  本市の入札参加資格を有していない場合は、資格の確認に必要な資料等を提出する必要がある

ので、申請に必要な書類を下記のとおり提出すること。 

なお、必要となる様式やその手引きなどは、本市のホームページの「令和５・６・７年度の物

品等競争入札参加資格審査申請の受付終了について」からダウンロードすること。 

(https://www.city.satsumasendai.lg.jp/shigoto_sangyo/nyusatsu_keiyaku/6/6415.html) 

 

⑴ 提出書類（各１部） 

①競争入札参加資格審査申請書提出書類チェックシート 

  ②業者カード NO.1 事業者情報を記入（本市様式１） 

  ③業者カード NO.3 【役務の提供】について登録を希望する品目を記入（本市様式２－２） 

④競争入札参加資格登録通知（本市様式３） 

⑤一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書（物品等）（本市様式４） 

⑥営業概要書（本市様式５） 

⑦主な契約実績（本市様式６） 

⑧営業許認可証等（写し） 

⑨営業所一覧表（本市様式７） 

⑩営業所に関する報告書（本市様式８－１）及び薩摩川内市内の支店・営業所の所在地図、建

物写真及び公共料金（本市様式８－２） ※本市内に本店以外の営業所がある場合 

⑪支店、営業所等への委任状（本市様式９） 

⑫有資格職員名簿（本市様式１０） 

⑬法人にあっては直近の商業登記簿謄本の写し、個人事業者にあっては身分証明書 
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⑭納税証明書 

⑮非課税申立書（課税されず上記納税証明書が提出できない場合 本市様式１１） 

⑯印鑑証明書 

⑰財務諸表 

⑱機械器具一覧表（本市様式１２） 

⑲暴力団排除に関する誓約書及び役員等名簿（本市様式１３） 

※⑧⑨⑩⑪⑫⑮⑱については、該当する場合に提出すること。 

 ⑵ 提出期限 

公募の日から令和７年６月２３日（月）午後５時迄 （土・日曜日を除く。市役所本庁舎開

庁日）（郵送期限内必着） 

 ⑶ 提出方法 

   持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。 

 ⑷ 提出場所 

   ４の⑸に同じ 

 

６ 応募の無効に関する事項 

  「３ 参加資格」の条件を全て満たす場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、

参加の対象とされません。 

 ⑴ 提出された「業務見積書」の金額が「業務委託上限額」を超過しているとき。 

⑵ 不正又は不誠実な行為があるとき。 

  ⑶ 経営状況が著しく不健全であると認められるとき。 

⑷ 安全管理の状況が本市発注の業務発注の受注者（以下「受注者」という。）として不適当で

あると認められるとき。 

 ⑸ 労働福祉の状況が受注者として不適当であると認められるとき。 

 ⑹ その他不公正又は不誠実と認められる事由等があり、受注者として不適当であると認められ

るとき。 

 

７ 応募条件 

⑴  応募に要する費用は、全て応募者の負担とする。 

⑵  応募した企画提案書等は返却しない。 

⑶  契約締結後、委託企業・団体名は公表する。 

 

８ 参加申請書及び企画提案書様式の配布並びに受付 

⑴  配布方法  「薩摩川内市ホームページ（https://www.city.satsumasendai.lg.jp）より 
      ダウンロードしてください。 

⑵  受付方法  「９ 提案書の作成要領について」に基づき、必要事項を記載し、代表者印を 

押印した公募型プロポーザル発注方式参加申請書（以下「申請書」という。）及

び企画提案書（以下「提案書」という。）を未来政策部コミュニティ課へ提出し

てください。（郵送期限内必着） 

⑶  受付期間  ア 入札参加資格審査申請書（※本市の入札参加資格を有していない場合のみ、   

参加申請受付を行う必要があります。） 

           公募の日から令和７年６月２３日（月）午後５時迄 

（土・日曜日を除く。市役所本庁舎開庁日） 

イ 公募型プロポーザル発注方式参加申請書 

https://www.city.satsumasendai.lg.jp


 

公募の日から令和７年６月２５日（水）午後５時迄 

（土・日曜日を除く。市役所本庁舎開庁日） 

         ウ 提案書 

令和７年６月３０日（月）から令和７年７月１１日（金）午後５時迄 

（土・日曜日を除く。市役所本庁舎開庁日） 

 

９ 提案書の作成要領について 
 本提案書は、女性のデジタル人材育成に係るセミナー企画・運営業務委託仕様書に準拠した提

案内容とし、提案書の提案項目は下記のとおりとします。 
 ⑴ 提案様式等 

 提出物 様式 部数 特記事項 
①公募型プロポーザル発注方式

企画提案書（鑑） 
様式第３号 １部  

②会社概要 様式第４号 １部  

③受注実績 様式第５号 ６部 

デジタル人材育成につながる

セミナー等に関する過去５年

間の全ての実績を提出してく

ださい。 

要：証明書類添付 

④業務実施体制 様式第６号 ６部 
業務の役割分担が明確になる

ような体制表を添付のこと。 

⑤業務スケジュール 様式第７号 ６部 
プレゼンテーション時に使用

します。 
（様式自由） 

⑥企画提案書 様式第８号 ６部 

プレゼンテーション時に使用

します。 
（様式自由） 
※正本１部 
（応募者名あり） 
※副本５部 
（応募者名なし） 

⑦業務見積書 様式第９号 １部 様式自由 
※正本については応募者名をつけ、副本については、住所・会社名・氏名等の応募者を特定で

きる標記はしないこと。 
  ※（業務見積書は封筒に入れ封印し提出すること） 
 

10 質問について 

  本要領及び仕様書等に不明な点がある場合は、質問票（様式第１０号）を提出すること。 

⑴  提出期限  令和７年６月２０日（金） 午後５時迄   

⑵  方  法  電子メール等で提出すること。なお、電話・口頭及び期限後の質問は一切受け  

付けません。 

         E-mail    hitomirai@city.satsumasendai.lg.jp 
         FAX   0996-20-5570 

mailto:hitomirai@city.satsumasendai.lg.jp


 

⑶  回   答  期限内にあった質問への回答については、随時、薩摩川内市のホームページ    

（https://www.city.satsumasendai.lg.jp）上で掲載いたします。 

最終回答期限 令和７年６月２５日（水）午後５時迄 

 

11 採点 

基準（審査基準） 

⑴  関連業務の実績（１０点） 

・企業の業務に対する履行能力を評価する。 

⑵  実施方針・スケジュール（２０点） 

・「セミナーの目的とねらい」、「業務スケジュール」による計画性を評価する。 

⑶  企画提案書の内容（４０点） 

・「企画提案書」により、業務理解度、計画性、実施体制、的確性、実効性及び独創性につ 

いて判断し、評価する。 

⑷  プレゼンテーション内容（２０点） 

・主たる担当者によるプレゼンテーションと質疑応答による遂行能力及び取組意欲について 

判断し、評価する。 

⑸  価格評価点（１０点） 
・提案内容に対して、妥当な価格設定であるか評価する。 

 
12 提案書及びプレゼンテーションの審査及び採否の通知 

 ⑴ 審査 

 提出された企画提案書及びプレゼンテーションの内容審査を業務の理解度（能力）、取組意 

欲、独創性及び実現性について判断し、評価し、総合的に判断して選定業者を決定する。 

  

プレゼンテーションの日時等 

① 日 時：令和７年７月１５日（火）又は１８日（金）（予定） 

② 場 所：薩摩川内市役所・会議室(予定) 

③ その他：企画提案書のほか、これを補完する資料が必要となる場合は５部用意すること。 

プレゼンテーションは１企業（団体）２０分程度（プレゼンテーション１０分、審 

査員からの企画提案書及びプレゼンテーションについての質問１０分程度）を予定 

している。なお、日程については、直接調整する。 

④ 注 意：プレゼンテーションは、本業務を担当する主たる担当者が実施すること。 

本業務に直接関与しない者のプレゼンテーションや質問の回答は認めないものと 

する。 

⑵ 選定結果の公表及び通知 

① 審査終了後、すべての参加者に対し審査結果の通知を行う。 

  ② 選定結果の公表は提案者名（最優秀提案業者名のみ）及び評価点（合計のみ）を薩摩川内 

市ホームページで行う。 

⑶ 契約候補者決定に関する特記事項 

① 参加者が１者又はいない場合   

審査の合計点が４９点以上となった場合は契約候補者とするが、その点に満たない場合 

又はいない場合は、再度公募を実施する。 

② 審査の合計点が同点の場合 

見積額が安価な者を契約候補者とする。なお、これによっても同点の場合は、選定委員 
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会で協議のうえ決定する。 

 

13 見積書提出の辞退 

  原則、本業務の特定通知を受けた者は、見積書提出を辞退できないものとする。 

 

14 契約金額の変更について 

  原則、契約金額の変更はしません。 
ただし、発注者から変更指示した場合及び発注者がリスクを負担すべき事象が発生した場合等 

（自然災害等）を除きます。 
リスク分担表 

No 大項目 小項目 リスク発生内容 
リスク 

分担先 

1 共通 

実施要領 実施要領の誤り、内容変更に関するもの 発注者 

提案費用 提案費用に関するもの 受注者 

債務不履行 受注者の事業放棄や破綻等の債務不履行によるもの 受注者 

不可抗力 風水害、地震等のうち通常予見可能な範囲外のもの 双方協議 

2 計画実施 

計画変更 

発注者に起因する計画・要求水準の変更 発注者 

受注者に起因する計画・要求水準の変更 受注者 

天候不良による日程変更・日程延長 受注者 

要求水準未達成 要求水準の未達成 受注者 

3 その他 経済 事業期間中の物価の変動 受注者 

 
15 契約までのスケジュール 
   公募要領の公表期間 

・公表期間：公募の日から令和７年７月１１日（金）午後５時迄 

  入札参加資格審査申請書の受付期間  

    ※入札参加資格を有していない場合のみ 

    ・受付期間：公募の日から令和７年６月２３日（月）午後５時迄 

（土・日曜日を除く。市役所本庁舎開庁日） 

  公募型プロポーザル発注方式参加申請書の受付期間 

    ・受付期間：公募の日から令和７年６月２５日（水）午後５時迄 

（土・日曜日を除く。市役所本庁舎開庁日） 

  質問の受付期間 

       ・受付期間：公募の日から令和７年６月２０日（金）午後５時迄 

    質問の回答 

       ・回答期限：令和７年６月２５日（水）午後５時迄    

  提案書の提出 

       ・受付期間：令和７年６月３０日（月）から令和７年７月１１日（金）午後５時迄 



 

（土・日曜日を除く。市役所本庁舎開庁日） 

  提案書の審査及びプレゼンテーションの実施 

・プレゼンテーションの実施：令和７年７月１５日（火）又は１８日（金）の内、指定す

る日に実施予定 

  提案者に対する採否結果の通知等 

・申請者に対して提案書の採否の通知をします。 

  落札者決定 

・特定者から見積書を徴し、随意契約いたします。 

  契約（おおむね、７月下旬を予定しております） 

 

16 その他 

 ⑴ 企画提案書及び業務見積書については、1者につき 1 提案とします。 

⑵ 提案書作成に要する経費は、参加希望者の負担とします。 

⑶ 提出された資料は返却しませんが、無断で他に使用することはありません。 

⑷ 提出期限以降の申請書又は提案書の差替え及び再提出は認めません。 

⑸ 申請書又は提案書に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止要綱に基づき指名停止の措 

置を行うことがあります。 

   

【問合せ先】  薩摩川内市 未来政策部 コミュニティ課 森永 

        住 所 鹿児島県薩摩川内市神田町 3 番 22 号 

        TEL  0996-23-5111（内線 4741）FAX  0996-20-5570 

           E-ｍail   hitomirai@city.satsumasendai.lg.jp 
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